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昭
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
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す
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岡 

崎 

万 

寿 

秀 

 

一 

 



 

我
が
国
で
は
、
社
会
保
障
制
度
が
欧
米
主
要
諸
国
に
比
べ
て
低
い
水
準
に
あ
る
こ
と
等
の
事
情
か
ら
、
高
年
齢 

 
 

労
働
者
の
就
業
意
欲
は
極
め
て
高
く
、
労
働
省
に
よ
れ
ば
昭
和
六
十
五
年
に
は
全
労
働
力
人
口
六
、
二
三
〇
万
人 

 
 

の
う
ち
五
十
五
歳
以
上
の
高
年
齢
者
層
は
一
、
二
五
〇
万
人
に
達
す
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
労
働
力 

 
 

人
口
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
。 

現
在
我
が
国
で
は
、
平
均
寿
命
が
大
幅
に
伸
び
「
人
生
八
十
年
時
代
」
が
到
来
し
た
と
い
わ
れ
、
一
方
で
出
生
率 

 
 

が
低
水
準
で
推
移
し
て
い
る
た
め
、
我
が
国
の
人
口
構
成
は
急
速
に
高
齢
化
し
つ
つ
あ
る
。 

我
が
国
の
人
口
高
齢
化
は
、
欧
米
諸
国
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
急
速
な
ス
ピ
ー
ド
で
進
行
し
、
二
十
一
世
紀 

 
 

初
頭
に
は
世
界
的
に
み
て
も
極
め
て
高
齢
者
の
割
合
の
高
い
社
会
に
到
達
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。 

 
こ
の
よ
う
な
高
齢
化
社
会
の
急
速
な
到
来
を
控
え
て
い
る
な
か
で
、
先
般
の
総
務
庁
の
発
表
に
よ
れ
ば
昭
和
六 

 

定
年
延
長
促
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

労
働
省
の
「
雇
用
管
理
調
査
」
（
昭
和
六
十
一
年
一
月
）
は
、
「
昭
和
六
十
一
年
に
お
い
て
は
六
十
歳
以
上
定
年
制 

 
 

の
割
合
が
、
五
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
五
十
五
歳
定
年
制
の
二
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
大
き
く
上
回
つ
て
い
ま 

 
 

 

す
。
し
か
も
今
後
の
改
定
予
定
を
含
め
ま
す
と
五
十
五
歳
定
年
制
の
一
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
対
し
、
六
十
歳
以 

 
 

上
定
年
制
は
六
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
主
流
を
占
め
る
に
至
る
も
の
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。 

十
二
年
の
完
全
失
業
者
は
戦
後
の
最
高
水
準
と
ほ
ぼ
同
水
準
に
あ
り
、
五
十
五
歳
以
上
の
高
年
齢
層
の
失
業
率
は 

 

特
に
高
く
、
高
年
齢
者
の
再
就
職
は
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。 

一 

昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
に
「
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
て
以
降
今
日
ま 

 

で
「
六
十
歳
定
年
制
」
は
ど
の
程
度
促
進
さ
れ
た
か
、
産
業
別
、
企
業
規
模
別
の
実
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

「
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
」
の
第
四
条
で
、
「
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の 

 
 

定
年
の
定
め
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
定
年
が
六
十
歳
を
下
回
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定 

 
 

そ
こ
で
定
年
制
に
関
し
て
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

四 

 



 

し
か
る
に
労
働
省
通
達
「
職
発
第
五
五
五
号
」
に
よ
れ
ば
、
「
当
分
の
間
要
請
を
行
わ
な
い
場
合
」
と
し
て
、 

 
 

「
令
第
一
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
し
た
が
つ
て
、
六
十
歳
を
下
回
る
定
年
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い 

 
 

て
特
段
の
事
情
が
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
事
業
主
で
あ
つ
て
も
、
次
の
場
合
に
は
当
分
の
間
要
請
を
行
わ
な 

 

い
こ
と
と
す
る
」
と
し
て
、
「
イ
．
既
に
六
十
歳
以
上
に
定
年
を
引
き
上
げ
る
こ
と
を
決
定
し
、
こ
れ
を
就
業
規 

 
 

則
又
は
労
働
協
約
に
明
記
し
て
い
る
事
業
主 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
六
十
歳
以
上
へ
の
定
年
の
引
き
上
げ
が
明 

 

確
に
決
ま
つ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
加
え
て
更
に
要
請
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の 

 

で
あ
る
こ
と
。
」
と
し
て
い
る
。 

し
、
第
四
条
の
二
で
、
「
労
働
大
臣
は
六
十
歳
を
下
回
る
定
年
を
定
め
て
い
る
事
業
主
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め 

 
 

る
基
準
に
従
い
、
六
十
歳
を
下
回
る
定
年
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
特
段
の
事
情
が
な
い
も
の
と
認
め
る
も
の 

 

に
対
し
、
当
該
定
年
を
六
十
歳
以
上
に
引
き
上
げ
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。 

本
法
の
施
行
以
前
に
、
こ
の
よ
う
な
労
使
協
定
が
結
ば
れ
、
六
十
歳
定
年
制
へ
の
到
達
が
数
年
先
と
な
つ
て 

 
 

五 

 



 

三 

例
え
ば
、
エ
ス
エ
ス
製
薬
株
式
会
社
荏
原
工
場
（
品
川
区
小
山
台
二
丁
目
二
番
地
二
十
二
号
）
で
、
昭
和
六
十 

 
 

年
三
月
六
日
に
労
使
間
で
協
定
さ
れ
た
定
年
延
長
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
六
十
歳
定
年
制
へ
の
移
行
完
了
は
昭
和 

 

六
十
六
年
三
月
十
六
日
と
な
つ
て
い
る
。
同
協
定
の
附
属
覚
書
で
は
「
定
年
延
長
に
関
す
る
協
定
に
つ
い
て
は 

 
 

昭
和
六
十
二
年
十
月
以
降
、
見
直
し
の
機
会
を
も
つ
こ
と
と
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、
事
業
主
は
好
況
業
種
で 

 
 

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
省
・
職
業
安
定
所
か
ら
「
要
請
」
の
な
い
こ
と
を
奇
貨
と
し
て
、
「
現
状
と
し
て 

 
 

 

は
繰
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
態
度
を
と
つ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

い
る
場
合
も
あ
る
が
、
本
法
制
定
の
趣
旨
か
ら
い
つ
て
、
た
ん
に
労
使
協
定
が
あ
る
こ
と
の
み
を
理
由
と
し 

 
 

 

て
、
全
く
「
要
請
」
を
行
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
労
使
協
定
が
六
十
歳
定
年
制
へ
の
移
行
を
遅
ら
せ
る
も
の
と 

 
 

な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
、 

こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
他
の
事
業
所
で
も
数
多
く
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
定
年
延
長
に
つ
い
て
労
使
間
の 

 
 

交
渉
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
高
齢
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
と
い
う
本
法
制
定
の
趣
旨 

 

六 

 



 

四 

前
記
の
事
業
所
で
は
、
本
年
三
月
十
五
日
以
前
に
満
五
十
七
歳
と
な
る
高
年
齢
者
は
、
継
続
雇
用
の
意
欲
と 

 
 

能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
定
年
解
雇
」
を
適
用
さ
れ
失
業
状
態
と
な
つ
て
い
る
。
六
十
歳
定
年
制
へ
の 

 
 

移
行
の
段
階
で
、
本
人
が
継
続
雇
用
を
希
望
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
雇
用
制
度
も
な
い
た
め
定
年
解 

 
 

雇
さ
れ
る
労
働
者
に
対
し
て
、
継
続
雇
用
へ
道
を
開
く
た
め
、
労
働
省
と
し
て
な
ん
ら
か
の
指
導
、
助
言
を
す 

 
 

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

五 

ま
た
、
前
記
事
業
所
に
は
、
一
年
契
約
の
嘱
託
員
が
再
契
約
を
重
ね
二
十
年
以
上
に
わ
た
つ
て
継
続
雇
用
さ 

 
 

れ
て
い
る
労
働
者
が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
と
み
な
す
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の 

 
 

判
例
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
事
業
所
で
は
嘱
託
員
は
五
十
五
歳
で
「
定
年
解
雇
」
を
さ
れ
る
こ
と 

 

と
な
つ
て
い
る
。 

か
ら
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
も
労
働
省
と
し
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
は
な
い 

 
 

か
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

七 

 



 

 

八 

期
限
の
定
め
の
あ
る
労
働
者
で
あ
つ
て
も
、
二
十
年
間
に
も
わ
た
つ
て
同
一
事
業
所
で
働
い
て
い
る
労
働
者 

 

に
対
し
て
、
実
質
的
に
六
十
歳
定
年
制
に
移
行
す
る
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど 

 
 

う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


